
国
の
昇
格
と
国
府
の
変
容

70　（70）

米

倉

二

β良

〔
要
約
】
　
国
に
は
大
上
紅
軍
の
等
級
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
国
司
の
定
員
お
よ
び
公
癬
稲
の
束
数
な
ど
が
段
階
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の

変
遷
を
通
じ
て
国
管
の
昇
降
を
推
定
し
得
る
。
他
方
圏
府
の
規
模
も
原
劉
的
に
大
・
上
々
で
は
方
眼
町
、
中
国
は
方
六
町
以
下
、
下
国
は
方
五
町
以
下
で

あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
こ
で
国
の
等
級
が
上
っ
た
場
合
国
府
の
規
模
が
拡
幅
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
周
防
・
肥
前
・
阿
波
・
筑

後
∵
豊
後
の
諸
国
府
に
つ
い
て
方
六
町
よ
り
方
八
町
へ
の
拡
幅
を
推
定
し
、
尾
張
・
甲
斐
・
若
狭
・
備
後
・
安
芸
・
豊
前
の
諸
国
府
に
つ
い
て
は
薪
国
府

の
立
地
移
動
に
つ
い
て
既
往
の
諸
説
を
検
討
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
六
巻
［
号
　
一
九
八
三
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
令
集
解
職
員
令
に
よ
れ
ぽ
国
に
は
大
上
中
下
の
四
等
級
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
職
員
お
よ
び
そ
の
位
階
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

大
国
で
は
守
一
人
、
同
一
人
、
大
毒
一
人
、
下
心
一
人
、
大
目
一
入
、
少
目
一
人
、
史
生
三
人
。
上
国
で
は
守
・
介
・
橡
・
目
各
一
人
置
史
生

三
人
。
中
国
で
は
守
・
縁
・
目
各
一
人
、
史
生
三
人
。
下
国
で
は
守
・
目
凹
一
人
、
史
生
三
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
国
博
士
、
医
師
は
国
別
に

各
一
人
を
置
か
れ
た
が
国
学
の
学
生
は
大
国
五
十
人
、
上
国
四
十
人
、
中
国
三
十
人
、
下
国
二
十
人
で
あ
っ
た
。
医
生
は
各
五
分
ノ
四
を
減
ず

る
と
あ
る
の
で
大
国
十
人
、
上
国
八
人
、
中
国
六
人
、
下
国
四
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
諸
国
の
史
生
に
つ
い
て
は
神
亀
五
年
八
月
九
日
の
格
に
よ
っ
て
大
国
五
人
目
上
国
四
人
、
中
国
三
人
、
下
国
二
人
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
続

日
本
紀
宝
亀
十
年
五
月
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
国
司
の
名
称
、
定
員
に
つ
い
て
も
多
少
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
は
続
欝
本
紀
以
降
の



国の昇格と国府の変容（米倉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

史
料
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
野
田
嶺
雪
避
は
そ
れ
ら
の
史
料
か
ら
国
の
等
級
は
ほ
ゴ
宝
亀

年
間
に
確
立
す
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
注
目
す
べ
き
見
解
を
承
さ
れ
た
。

　
国
の
等
級
に
応
じ
て
数
量
が
規
定
さ
れ
た
も
の
に
雪
穴
稲
が
あ
る
。
こ
れ
を
出
挙
し
て
そ
の
利
の

一
部
は
守
以
下
の
国
司
に
按
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
続
日
本
紀
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
十
一
月
条
に
よ
れ
ば
諸
国
の
公
解
稲
に
つ
い
て
大
国
は
四
十
万

束
、
上
国
は
三
十
万
束
、
中
国
は
二
十
万
束
（
な
か
ん
ず
く
大
隅
・
薩
摩
両
国
は
各
四
万
束
）
、
下

国
は
十
万
束
（
な
か
ん
ず
く
飛
弾
、
隠
岐
、
淡
路
三
團
は
各
三
万
束
、
志
摩
国
、
壱
岐
島
は
各
一
万

束
）
と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
表
示
す
れ
ぼ
表
1
の
如
く
で
あ
る
。

　
さ
て
諸
国
の
等
級
と
公
子
稲
が
全
国
的
に
判
明
す
る
の
は
延
喜
式
民
部
上
の
記
載
で
表
二
の
h
・

9
行
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
国
の
等
級
と
公
癬
稲
の
束
数
と
の
関
係
が
奈
良
時
代
（
お
そ

ら
く
は
圏
郡
制
発
足
蒔
と
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
書
癖
稲
の
束
数
が
延
喜
式
の
編
纂
さ
れ
た
平
安
時

代
延
長
五
年
（
九
二
七
）
ま
で
の
間
に
改
変
が
行
わ
れ
た
か
あ
る
い
は
こ
の
忌
数
規
定
は
変
更
さ
れ
ず

等
級
だ
け
が
無
関
係
に
昇
降
さ
れ
た
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
野
田
賃
は
国
の
等
級
の
固
定
し
た
時
期
の
究
明
に
主
眼
を
置
か
れ
た
が
、
こ
の
小
論
で
は
等

級
の
変
動
に
重
点
を
指
向
し
、
さ
ら
に
そ
の
地
理
的
分
布
と
い
う
か
国
々
に
つ
い
て
国
画
の
昇
降
を

先
ず
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
山
田
英
雄
氏
が
国
別
に
史
料
を
博
捜
さ
れ
て
明
か
に
さ
れ
た
も
の
が
二
十

気
尽
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
ま
だ
不
明
な
国
々
も
多
い
の
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
推
定
を
も
交
え

な
が
ら
統
計
的
に
全
国
的
に
展
望
す
る
。

史生睡障i瀞
表1　國の等級別職員と相当泣階及公馬素稲束数

搬 目介守

夫豫．．1人（正七位）1大目　　　　　　　　　　　i交瀦i・人｛・・転回・・万
鵬・人（従七位）1少目

　1人
乗従七僚）

　1人
（正八位）

ミ

E3人40人 8人：30万

　　1人

（正六位）

　　　　セ　　　8人、30万i3人40人；
i　．1　．1　］
13人i30人i6人1　20万

　　1人

（従六位：）

3人 20人 5人　工0万

　1人
（大初｛立）

　1人
（大初位）

　1人
（正八位）

　1人
（従五位）

　1人
（従五位）

　1人
（正穴位）

　1人
（従六位）

大
国

上
国

悔
中
国

下
国

7工 （71）



（
袋
）

表2国の等級変動と国府規模
J

等級変化

k

国府規模
　町x町

袋

推定初
期等級

8×8

5×5

4×4
8×8

4×4，　8×8

　　5×5

　　5×5

　　5×5

4×4，　6×6（8×8）

　　　　8×8

5×5

9×9
8×8

8×8

6×6

　　8XS
8×（8＋2）

2×2，　6×6
8×8，　（8×9）

下
上
下

吟
↓
↓
大

中
大
申
↓

↓
↓
↓
上

下
上
下

　
　
　
　
　
上

上
上
上
上
下
↓

↓
↓
吟
↓
↓
中

中
中
大
中
中
↓

　
　
　
　
　
下

上一〉大

下一〉中

上一・大

大→上

大→1二

上一〉大一〉上

上
中
大
上

㎜
　
｝
　
一
　
　

戸
、
卜
k
P

に
　
㌦
　
　
　
「
　
に

下
中
下
下
下
下
上
下
中
中
中
中
下
中
上
大
下
大
大
大
大
大
下
上
大
上
大
中
下
大
上

弘擁総計譲
dCb

上
大
大
下
上
下
大
下
上
上
上
上
下
上
上
大
中
大
大
大
大
上
下
上
上
上
大
上
中
大
上

5
0
5
8
品
3
0
0
G
8
5
σ
β
4
0
0
5
0
0
0
0
0
4
5
0
0
胴
4
9
0
0

1
2
1
　
1
1
3
　
2
2
2
2
　
2
3
4
1
4
4
5
4
3
　
3
3
3
8
4
　
4
3

（1）

大
下
上
大
上
大
中
下
大

　　tio

（3）　5

　　30

　　40

　　30

　　60

　　20

　　　9

　　se

律書残篇職員 　　　　　i推定相当位階

守介　　大少Hi四位以下六位以上

守介豫大少目i　四上六
守介鐵大少目i　　四下

介豫
守介叢大少9i

介鍛
守介鐵大少目i

介

守介豫大少目i
守介縁大少目i

　目i　五下六上

　　　四下六上
少目i　五下六上

　　　五下六上
　目i　六下七上
　　　五下六上
　　　五下七上

上
大

大

中

火
中

上

下

上

上

　
等
級

　
史
等

a
　
圏
見

　
六
所

　
別

丁六下介

　
　
　
下
大

上
　
　
↓
吟

　
　
　
中
上

　
　
　
上

上
上
下
↓

シ
　
　
シ
　
　
ン
　
コ

一
　
一
　
一
－
『

大
中
中
↓

　
　
　
下

上→大

大

上→大

大

上→大
上→大→上

上一》大

中一ン上

　　　　橡　　　H

納：介嶽大少目
六下八上
近下七上

下

上

城
和
内
泉
津
賀
勢
摩
張
河
江
河
豆
益
城
蔵
房
総
総
論
江
濃
弾
濃
野
野
奥
羽
狭
前
賀

山
大
河
和
摂
伊
伊
上
尾
参
遠
駿
伊
甲
相
武
安
上
下
常
近
美
飛
堀
上
下
聞
出
若
越
掬

　
エ
　
畿
内

東

海

道

東
山
道

北
陸



（
。
っ
ト
）
　
。
っ
ト

6×6

6×6

　　4×4
　6×6，　8×8

　　5×5
　6×6，　8×8

　　6×6
　　6×6
6×6，　（6×11）

　　6×6
　　4×4
　　8×8
　　6×6

　　SX8
　　8×8
（6×6），　8×8

　4Xtl，　6×6

　6×6，　8×8

　　4×4
　　　6×6

（6×6），　8×8

　　6×6

　　SX8

1、。、鵡1菱1（、。、）

　　　（5×5），　8×8

i　8×8i　sxs

　
五

上
↓
中
上
中
上

↓
大
↓
嚇
↓
↓

中
↓
下
中
下
中

　
上

上
上
中

嚇
↓
↓

中
中
下

上→中→上
上→中→上

　
上
上
　
上

上
↓
↓
中
↓

吟
中
中
↓
中

中
↓
↓
下
↓

　
下
下
　
下

中→」二

縄
縄

6
　
6

上
上
上
上
上
大
中

帰
、
門
↓
↓
↓
↓
↓

中
中
中
中
中
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
中
上
下
上
下
上
上
中
中
下
下
大
上
上
上
中
下
下
下
下
下
中
上
上
中
中
中
中
中
中
大
下
中
中
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

15

30

33

8

25

17

34

30

25

30

15．5

4

44

30

38

30

24

23

21

11

17．5

4．5

20

35

3e

20

20

20

20

20

20

40
1rb

8．5

8．r」

5

中

上

上
中

上
中

上
上

上

上
下

下

大

上

上

上

上

上

上
中

上

下

上

上

上
中

上

．ヒ

上

上

大
中
t：1：t

中

下
下

中
中
上
下
上
下
上
上
中
中
下
下
大
上
上
上
中
下
下
下
下
下
中
上
上
中
中
中
中
中
中
大
下
下
下
下

2・

Q・

�
W
3
・
慧
3
5
％
鷺
・
碧
羅
器
貨
醤
ボ
3
5
舗
2
・
2
・
2
・
2
・
2
・
2
・
鴛
：
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
ω
①

下
中
中
上

　六下
六下七上

　五下
五下主上

日
曜
目
醤
践

　
　
大
濠

　
　
　
大

嶽
橡
豫
豫

　
介
介
介

　
　
　
守

上
申
中
　
上

五七六上

　六下
六下至上

五下八上

甲介鐵大濠目
　介鍬　大目
　介最大少目

守介抵大少目

守乱賊大少目i
　　豫　　目i
　介最大少目i
甲介豫大少目i
守介鍬大少目i

　五下

七下初上

六下八上
五目八上

五下七上

上
下
中

上

上

　乱麻大少目i
　介鐵大量鼠i
守純潔大少Ri
守介鐵大少目i
　介嶽　大目i
守　豫　大1ヨi
守介搬大少目i

五下

五下

五下八上

五下八上

五下八上

　五下
　y三下

中

中

上

上
中

中

上

　
　
上

　
上
↓
中

　
↓
大
↓

　
中
↓
下

一
髭

　　中

中一・上

帆
∴
魁

上→大

登
極
後
渡
波
後
馬
幡
者
雲
量
岐
感
作
前
中
後
置
忌
門
伊
陸
海
岐
予
最
前
後
前
後
前
後
向
土
嚢
岐
馬

能
泣
目
佐
丹
丹
但
霞
涌
出
石
瀬
面
罵
備
長
備
安
周
長
紀
淡
緑
扇
面
土
自
認
燈
豊
肥
暗
索
大
薩
壱
対

ノ
ー
ー
－
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
て
－

道
　

山
陰
道
　
山
陽
道
　
南
海
道
　

西
海
道

（
顛
果
）
辮
鼠
e
聖
願
却
遡
味
e
囲



国
司
定
員
か
ら
見
た
国
等
級
の
変
動

　
養
老
五
（
七
一
二
）
年
か
ら
天
平
九
（
七
三
七
）
年
ま
で
の
間
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
律
書
上
篇
に
約
三
十
国
の
青
郷
数
と
と
も
に
、
そ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

員
の
数
、
相
当
位
階
な
ど
が
録
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
国
司
四
等
宮
の
部
は
仁
寿
三
（
八
五
三
）
年
を
遡
ら
な
い
後
か
ら
の
追
記
と
す
る
説
も
あ
る

が
、
職
員
令
の
規
定
と
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
表
2
の
b
行
。
行
に
表
示
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
職
員
に
相
当
す
る
国
の
等
級
を
d
行

に
示
し
た
。
こ
れ
を
延
喜
式
に
記
さ
れ
る
諸
国
の
等
級
（
表
2
の
h
行
）
と
比
較
す
る
と
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

れ
ら
は
何
時
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
国
の
等
級
変
動
を
直
接
記
す
史
料
、
ま
た
欠
除
定
員
の
充
足
な
ど
間
接
的
に
等
級
の
昇
降
を
知
り
得
る
史
料
を
列
挙
す
れ
ぼ
次
の
如

く
で
あ
る
。

　
ω
　
灘
馬
肥
前
加
介
一
人
、
出
雲
讃
岐
加
目
一
人
分
（
続
日
本
紀
天
平
宝
字
元
年
五
月
条
）

　
②
　
始
置
伊
勢
少
目
二
員
、
参
河
大
少
目
員
、
遠
江
少
騒
二
員
、
駿
河
大
藩
厨
員
、
武
蔵
、
下
総
少
目
二
員
、
常
陸
古
葉
二
員
、
少
目
二
野
、

　
　
美
濃
龍
門
一
員
、
下
野
大
少
目
員
、
陸
奥
、
越
前
少
目
二
人
、
越
中
、
但
馬
、
因
幡
、
列
藩
大
少
目
員
、
播
磨
少
目
二
黒
、
美
作
、
備
中
、

　
　
阿
波
、
伊
豫
、
土
佐
大
少
目
員
肥
後
少
儲
二
員
、
豊
前
大
少
目
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
日
本
紀
宝
亀
六
年
三
月
賦
）

　
の（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（

以
肥
後
国
為
大
国
　
（
臼
本
紀
略
　
延
暦
十
四
年
九
月
条
）

定
越
中
国
為
上
国
　
（
日
本
後
紀
延
暦
二
十
三
年
六
月
条
）

上
野
国
元
上
国
今
改
為
大
國
　
（
日
本
後
紀
弘
仁
二
年
二
月
条
）

加
賀
国
定
上
国
事
　
（
類
聚
三
代
格
　
天
長
二
年
正
月
十
日
宮
符
）

増
加
出
羽
国
官
員
事
　
大
少
目
各
一
員
航
頴
一
獄
、
史
生
四
員
航
題
一
一
M

応
加
置
周
防
国
目
一
員
事

（
尊
卑
　
天
長
七
年
置
十
二
月
市
単
日
掛
政
官
奏
）
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国の昇格と国府の変容（米倉）

　
　
　
蕾
馴
略
　
　
此
国
営
阿
波
日
置
目
皿
ハ
L
£
国
、
　
而
葡
収
国
・
有
山
人
応
ノ
m
日
、
　
此
国
q
ハ
有
一
m
貝
、
　
T
ド
略
　
　
（
右
翼
　
嘉
祥
二
年
三
月
廿
八
日
官
符
）

　
㈲
　
応
加
置
甲
斐
国
暦
一
員
事

　
　
　
前
略
　
周
防
阿
波
等
上
国
皆
有
官
少
目
、
而
至
重
国
言
置
一
員
　
（
右
同
仁
寿
二
年
二
月
目
二
日
官
符
）

　
⑩
　
加
増
駿
河
安
芸
紀
伊
三
箇
国
目
各
一
員
事
　
元
一
員
今
加
一
員

　
　
　
右
案
令
条
、
大
国
大
挙
紅
熱
一
人
、
上
国
冒
一
人
、
而
検
案
内
、
尾
張
、
参
河
、
豊
前
、
豊
後
等
惣
廿
七
箇
園
、
並
居
上
国
、
有
大
小

　
　
目
、
是
則
時
≧
議
奏
所
加
置
也
、
而
仰
三
箇
国
、
猶
亡
国
無
二
…
…
　
（
右
岡
仁
寿
三
年
六
月
太
政
官
奏
）

　
⑪
　
応
加
置
下
野
国
橡
一
員
事

　
　
　
前
略
　
寛
加
羅
件
員
為
大
少
嶽
　
（
右
同
天
安
二
年
四
月
十
四
日
官
符
）

　
㈱
　
加
置
諸
国
介
橡
事

　
　
　
甲
斐
国
　
周
防
国
　
右
上
国
、
今
置
介

　
　
　
能
登
国
、
丹
後
国
、
石
見
国
、
長
門
国
、
土
佐
国
、
日
向
国
　
右
中
国
今
置
介

　
　
　
飛
騨
国
、
右
下
国
、
今
置
縁

　
　
　
以
前
謹
丁
令
条
、
上
国
有
介
、
中
国
無
量
、
下
国
無
縁
、
今
件
等
国
或
前
編
上
国
、
江
蘇
南
脇
、
中
底
伏
請
、
甲
斐
、
周
防
新
備
介
職
、

　
　
自
余
申
国
同
宝
玉
、
下
国
又
置
橡
、
中
略
　
低
至
干
安
房
、
若
狭
、
佐
渡
、
大
隅
、
薩
摩
、
志
摩
等
国
、
難
有
中
下
之
名
、
不
足
備
介
橡

　
　
之
職
、
備
不
入
此
等
例
　
下
略
　
（
同
右
貞
観
七
年
三
月
九
日
太
政
官
奏
）

　
⑬
　
凡
諸
国
史
生
者
、
大
国
五
人
、
上
国
四
入
、
中
国
三
人
、
下
国
二
人
、
但
遠
江
、
美
濃
、
讃
岐
等
国
章
大
国
、
甲
斐
、
出
羽
、
安
芸
、

　
　
周
防
、
紀
伊
等
国
准
中
国
、
土
佐
国
准
上
国
、
若
狭
、
佐
渡
国
玉
下
国
　
（
延
喜
式
式
部
上
）

　
以
上
の
諸
史
料
か
ら
国
司
の
定
員
規
定
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
職
員
令
で
は
中
国
の
場
合
は
介
を
、
下
国
の
場
合
は
介
と
橡
を
欠

く
の
で
あ
っ
た
が
、
律
書
官
権
で
は
中
国
の
場
合
守
の
代
り
に
介
を
置
い
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
⑪
で
は
後
世
貞
観
年
間
に
至
る
と
上
国
で
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あ
り
な
が
ら
漸
く
介
を
置
い
た
国
が
あ
る
一
方
で
能
登
以
下
六
ヶ
国
は
中
国
で
あ
る
が
介
を
置
く
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

　
橡
は
大
国
の
場
合
大
少
橡
二
人
、
上
中
国
で
は
一
人
が
置
か
れ
、
下
国
で
は
こ
れ
を
欠
く
規
定
で
あ
っ
た
。
律
書
残
篇
で
は
下
国
の
場
舎
守
、

介
の
代
り
に
橡
を
置
い
た
国
が
あ
っ
た
が
後
で
は
下
国
の
佐
渡
、
隠
岐
、
飛
弾
な
ど
に
も
操
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
目
に
つ
い
て
は
当
初
大
国
に
大
少
目
二
員
が
置
か
れ
た
他
は
上
国
以
下
す
べ
て
｝
員
で
あ
っ
た
。
し
か
し
律
書
並
に
②
・
⑨
に
よ
れ
ば
上
国

に
も
二
員
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
史
生
は
令
で
は
国
の
等
級
に
関
係
な
く
各
国
と
も
三
人
目
あ
っ
た
が
神
亀
五
年
八
月
に
は
、
大
国
四
人
、
上
国
三
人
、
中
下
国
乗
入
に
変
り

（
続
日
本
紀
）
、
さ
ら
に
宝
亀
十
年
五
月
で
は
大
国
五
人
、
上
国
藩
士
、
中
国
三
人
、
下
国
二
人
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
こ

れ
は
延
喜
式
の
式
部
上
の
記
載
に
一
致
す
る
の
で
そ
の
間
に
変
化
し
な
か
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ω
は
但
馬
、
肥
前
二
国
が
介
を
欠
い
た
中
国
の
等
級
か
ら
新
た
に
介
を
加
え
て
上
側
に
昇
格
し
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
出
雲
、
讃
岐
が

目
一
人
を
加
え
た
こ
と
は
既
に
上
国
で
あ
っ
た
が
自
の
定
員
が
こ
れ
ま
で
一
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
一
員
増
員
し
た
も
の
で
国
の
等
級
変
化
に

は
及
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
②
に
挙
げ
ら
れ
る
諸
国
の
定
員
増
も
多
く
は
出
雲
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
が
な
か
に
は
昇
格
し
た
も

の
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
こ
の
史
料
の
み
か
ら
は
判
別
で
き
な
い
。

　
㈲
・
ω
・
㈲
∵
⑥
で
は
肥
後
と
上
野
が
大
国
に
越
中
、
加
賀
が
上
国
に
な
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
⑩
に
よ
れ
ば
仁
寿
三
（
八
五
三
）
年
に
は
尾
張
、
参
河
、
豊
前
、
豊
後
な
ど
廿
七
箇
国
は
上
国
で
あ
っ
た
と
い
う
。
駿
河
、
安
芸
、
紀
伊
も
そ

の
中
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
目
一
員
で
他
に
比
べ
て
一
員
す
く
な
か
っ
た
の
で
そ
れ
を
加
え
た
と
い
う
。
さ
ら
に
⑨
・
⑫
で
は
周
防
、
阿
波
、
甲

斐
も
上
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
㈲
に
至
っ
て
甲
斐
と
周
防
と
は
上
国
に
列
し
な
が
ら
介
を
欠
い
て
い
た
が
こ
の
年
始
め
て
定
員
を
完
備
し
た
。
能
登
、
丹
後
、
石
見
、

長
門
、
土
佐
、
日
向
は
中
国
で
あ
る
か
ら
介
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
新
た
に
置
く
、
飛
弾
は
下
国
で
豫
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
今
置
く

こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
貞
観
七
（
八
六
五
）
年
の
こ
と
で
国
の
等
級
に
よ
る
職
員
定
員
を
越
え
て
介
や
橡
を
置
く
に
至
っ
た
。
政
務
の
多
忙
も
さ
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る
こ
と
な
が
ら
猟
宮
運
動
の
熾
烈
化
な
ど
に
よ
る
こ
と
が
大
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
に
律
令
政
治
の
発
足
時
に
は
律
令
の
諸
法
規
の
厳
守
を
心
懸
け
た
で
あ
ろ
う
が
時
が
た
つ
に
従
っ
て
地
方
の
実
状
に
合
致
す
る
よ
う
運

用
面
で
の
考
慮
が
加
え
ら
れ
、
や
が
て
法
施
行
の
細
則
の
変
更
と
な
り
、
政
道
の
弛
緩
に
よ
っ
て
法
規
と
実
際
の
乖
離
と
な
り
遂
に
律
令
体
制

の
崩
壊
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
国
司
定
員
の
変
動
と
国
等
級
の
昇
降
と
の
関
係
も
時
期
の
古
い
も
の
ほ
ど
関
連
性
が
大
き
く
後
期
に
至
っ
て
は
歯
し
も
相
関
的
に
変

動
し
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
史
料
の
上
で
知
る
こ
と
の
で
き
る
諸
国
の
等
級
な
ら
び
に
そ
の
変
動
を
前
述
山
田
氏
の
考
証
を
も
参
考
し
て
表
2
の
a
行
に
表
示
す

る
。
こ
れ
を
右
書
野
島
職
員
に
よ
る
等
級
と
比
較
す
る
に
変
動
の
前
か
後
に
合
致
す
る
。
そ
こ
で
六
国
史
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
諸
国
の

等
級
に
つ
い
て
も
律
書
残
篇
の
そ
れ
を
当
て
は
め
て
も
大
過
な
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
公
康
稲
か
ら
見
た
国
等
級
の
変
動

国の昇格と国府の変容（米倉）

　
公
癖
稲
の
語
数
は
前
述
の
如
く
国
の
等
級
に
応
じ
て
段
階
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
て
延
喜
式
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
の
等
級
と
公
鷹
稲

束
数
は
初
期
の
規
定
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
で
公
購
稲
の
東
数
が
国
に
よ
っ
て
変
遷
し
た
か
、
或
は
窃
盗
規
定
そ
の
も
の
が

改
変
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
公
癬
稲
を
通
し
て
国
等
級
の
変
動
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
諸
国
の
公
癬
稲
の
統
計
と
し
て
延
喜
式
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
も
の
に
弘
仁
式
（
弘
仁
十
一
年
　
八
二
〇
撰
）
の
主
税
式
が
あ
る
。
残
念
乍
残

欠
で
畿
内
お
よ
び
東
海
道
諸
国
を
欠
い
で
い
る
が
そ
の
他
の
諸
国
に
つ
い
て
歯
数
が
知
ら
れ
る
の
で
こ
れ
を
表
2
の
e
行
に
表
示
し
た
。
な
お
、

数
宇
に
括
弧
を
つ
け
た
も
の
は
天
平
十
七
年
の
例
外
規
定
に
よ
る
も
の
を
示
す
。

　
こ
の
弘
仁
式
公
解
稲
を
延
喜
式
（
衷
2
の
9
行
）
の
そ
れ
と
比
較
す
る
に
陸
奥
と
出
羽
が
二
十
万
束
前
後
大
幅
に
増
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
奥

羽
経
営
の
進
農
の
為
で
あ
ろ
う
し
、
越
前
の
五
十
万
束
が
四
十
万
束
に
下
げ
ら
れ
た
の
は
加
賀
分
国
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
美
濃
と
上
野
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が
各
四
十
万
束
か
ら
三
十
万
束
に
下
げ
ら
れ
た
他
は
殆
ん
ど
同
一
か
五
万
束
以
内
の
変
動
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
公
癬
稲
に
つ
い
て
は

特
殊
の
国
を
除
い
て
弘
仁
式
と
延
喜
式
の
間
に
著
し
い
変
動
が
な
か
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
遡
っ
て
公
購
稲
は

例
外
の
国
を
除
い
て
天
平
十
七
年
来
あ
ま
り
変
ら
な
か
っ
た
国
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
七
癖
稲
に
よ
る
国
の
等
級
付
け
ば
天
平
十
七
年
来
不
変
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
、
こ
の
弘
仁
式
公
下
野
量
か
ら
当
初
の
国
の
等
級
を
推
定
し

た
も
の
が
表
2
の
f
行
で
あ
る
。
　
こ
れ
と
律
書
溝
型
職
員
か
ら
推
定
さ
れ
た
国
の
等
級
が
判
る
も
の
と
比
較
す
る
。
後
者
の
職
員
が
仁
寿
三

（
八
五
三
）
年
を
さ
か
の
ぼ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
弘
仁
式
の
そ
れ
よ
り
三
十
年
位
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
丹
波
、
美
作
、
備
前
が
上
国

よ
り
中
国
に
降
格
さ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反
面
、
肥
前
や
備
後
は
中
国
よ
り
上
野
に
昇
格
さ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
中
で
但
馬
と
肥
前
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
く
天
平
宝
字
元
年
に
介
を
加
え
そ
れ
ま
で
の
中
国
か
ら
こ
の
時
に
上
国
に
昇
格
し
た
筈
で
、

そ
う
す
る
と
弘
仁
公
癬
稲
二
十
万
束
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
創
設
当
初
か
ら
の
割
当
で
中
国
に
相
当
し
た
の
で
あ
る
が
公
等
稲
の
多
寡
に
よ
る

格
付
け
は
逸
早
く
徹
廃
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
前
述
の
如
く
周
防
國
が
貞
観
七
（
八
六
五
）
年
に
介
を
加
え
た
こ
と
で
上
国
に
列
し

た
年
が
わ
か
り
弘
仁
公
解
の
十
七
万
策
は
天
平
の
基
準
で
は
下
国
相
墨
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ま
で
に
中
国
に
昇
格
さ
れ
て
い
た
筈
で
公
癬
稲
と
等

級
の
対
応
は
早
く
廃
絶
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
弘
仁
稲
不
明
の
諸
国
に
つ
い
て
は
延
喜
稲
を
も
っ
て
弘
仁
稲
の
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
創
設
時
の
束
数
に
近
い
も
の
と
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
創
設
時
の
国
の
等
級
を
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
表
2
の
．
－
行
）
。
律
書
残
篇
か
ら
中
間
の
変
動
が
知
ら
れ
る
国
々
と
合
せ

て
考
察
す
る
と
、
畿
内
と
東
海
道
諸
国
及
び
西
海
道
の
辺
彊
諸
国
の
中
に
は
公
癖
稲
量
に
比
べ
職
員
が
は
る
か
に
充
実
し
て
い
る
例
が
多
く
、

こ
れ
は
帝
都
に
近
接
す
る
諸
国
に
つ
い
て
特
別
の
考
慮
が
加
え
ら
れ
た
為
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
西
海
道
の
南
九
州
の
諸
国
に
つ
い
て
は
辺
彊
と

し
て
の
考
慮
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
国
司
の
位
階
か
ら
国
の
等
級
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
が
、
国
守
は
従
五
位
が
最
も
多
く
六
位
の
国
守
は
殆
ん
ど
知
ら

れ
な
い
。
職
員
令
の
規
定
で
は
大
国
・
上
国
の
守
が
従
五
位
で
中
国
・
下
国
の
そ
れ
は
正
六
位
・
従
六
位
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
見
え
な
い
の
は
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規
定
よ
り
も
高
位
の
保
持
者
が
任
命
さ
れ
る
の
が
普
通
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
畿
内
お
よ
び
辺
海
諸
国
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
そ
の
他
の
諸
国
の
中
で
は
安
房
・
若
狭
・
佐
渡
・
長
門
・
丹
後
な
ど
は
下

国
よ
り
中
国
へ
、
甲
斐
・
出
羽
・
越
中
・
丹
波
・
美
作
・
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
紀
伊
・
阿
波
・
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
・
肥
前
な
ど
は

中
国
よ
り
上
国
へ
そ
れ
ぞ
れ
昇
格
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
下
穿
稲
二
十
万
束
未
満
の
た
め
に
下
国
と
し
た
国
々
が
あ

る
が
、
二
十
万
束
に
近
似
す
る
場
合
は
中
国
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
て
国
の
等
級
変
動
は
四
十
ケ
国
に
及
ぶ
と
推
定

し
得
る
。
も
と
よ
り
史
実
に
明
証
あ
る
も
の
を
除
き
、
半
ば
仮
説
で
あ
っ
て
各
国
の
遺
跡
の
検
証
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
国
府
の
規
格

国の昇格と国府の変容（米倉）

　
平
城
京
、
平
安
京
を
は
じ
め
藤
原
京
、
難
波
京
な
ど
中
央
帝
都
の
条
坊
即
ち
都
市
計
画
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
で
大
宰
府
や
周
防
国
な
ど

の
地
方
都
市
の
条
坊
も
次
第
に
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
だ
不
明
な
も
の
、
一
つ
に
帰
結
さ
れ
な
い
も
の
な
ど
す
く
な
く
な
い
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
ま
で
想
定
さ
れ
た
も
の
を
藤
岡
謙
二
郎
氏
の
『
国
府
』
そ
の
他
の
資
料
に
よ
っ
て
表
2
k
行
に
表
示
し
た
。

　
こ
れ
を
延
喜
式
に
よ
る
国
の
等
級
と
比
較
考
察
す
る
と
そ
の
間
に
大
ま
か
な
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
ま
ず
下
国
の
場
合
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

者
は
和
泉
に
つ
い
て
叫
号
町
と
判
定
し
た
が
隠
岐
で
は
心
墨
町
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
伊
豆
に
つ
い
て
藤
岡
氏
は
方
六
町
と
推
定
し
た
が
、
そ

れ
で
は
圏
分
寺
が
府
域
内
に
入
る
こ
と
に
墨
型
を
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
五
三
以
下
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
下
国
で
方
五

町
を
越
え
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
下
国
の
規
格
は
方
五
町
以
下
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
中
国
の
場
合
、
長
門
や
佐
渡
は
方
四
町
、
安
房
、
丹
後
で
は
方
五
号
ら
し
い
が
能
登
、
石
見
、
大
隅
、
薩
摩
な
ど
で
は
方
六
町
と
さ
れ
る
。

し
か
し
方
六
町
を
越
え
る
も
の
は
な
さ
そ
う
で
方
六
町
以
下
が
中
国
の
規
格
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
上
国
に
つ
い
て
は
周
防
の
團
衙
土
居
八
町
の
所
伝
を
拠
り
所
と
し
て
、
ま
た
諸
国
に
方
八
町
と
称
す
る
地
名
の
遺
墨
な
ど
か
ら
方
路
町
の
境

域
が
推
定
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
方
々
町
を
以
て
そ
の
規
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
勿
論
地
形
的
に
ま
た
そ
の
他
何
等
か
の
原
阪
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で
方
八
町
を
限
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
そ
れ
以
下
の
場
合
も
あ
り
得
た
筈
で
あ
る
。
遠
江
・
駿
河
・
出
羽
・
因
幡
・
伯
誉
・
美
作
な
ど
方
六

町
ま
た
方
五
町
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
大
国
に
つ
い
て
は
近
江
・
播
磨
・
肥
後
な
ど
方
八
町
の
規
模
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
越
前
は
八
町
に
九
町
、
常
陸
は
方
九
町
と
の
説
も
あ
る
。

陸
奥
の
国
府
で
あ
る
多
賀
城
は
方
面
町
を
基
礎
と
し
な
が
ら
地
形
に
影
響
さ
れ
て
梢
大
き
な
不
整
形
の
輪
廓
を
示
す
。

　
以
上
を
総
括
す
る
と
国
府
に
は
下
国
の
場
舎
方
五
町
、
中
国
の
場
合
方
六
町
、
上
国
・
大
国
の
場
合
方
八
町
と
大
体
の
規
格
が
存
在
し
た
よ

う
で
あ
る
。
地
形
そ
の
他
の
理
由
で
規
格
に
達
し
得
な
か
っ
た
国
々
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
大
国
の
場
合
方
八
町
を
越
え
る
規
模
を
持
っ
た

も
の
も
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

SO　（80）

四
　
国
府
の
拡
幅

　
以
上
に
述
べ
た
如
く
国
の
等
級
に
従
っ
て
国
府
の
規
格
が
存
在
し
た
と
す
れ
ぼ
国
の
等
級
が
変
化
し
た
場
合
殊
に
下
国
か
ら
中
国
へ
、
申
国

か
ら
上
国
へ
な
ど
昇
格
の
際
国
府
の
プ
ラ
ン
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
一
般
に
国
等
級
の
昇
降
は
奈
良
帯
代
の
末
か
ら
平
安
時
代

の
初
に
か
け
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
律
令
体
制
が
尚
堅
持
さ
れ
て
い
た
の
で
国
府
も
昇
格
の
際
は
上
級
の
規
格
に
拡
大
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
既
存
国
府
を
拡
幅
し
た
場
合
と
新
た
に
地
を
相
し
て
新
国
府
を
設
け
て
移
転
し
た
場
合
が
あ
っ
た

ろ
う
。

　
ま
ず
既
存
圏
府
の
拡
幅
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
国
府
の
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
1
　
周
防
　
周
防
の
国
府
は
国
府
研
究
の
発
端
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
拡
幅
に
つ
い
て
の
詳
論
は
地
理
科
学
三
七
巻
二
号
（
一
九
八

二
年
五
月
刊
）
に
発
表
し
た
が
、
こ
の
小
論
で
も
、
他
国
府
へ
の
推
論
の
前
提
と
な
る
の
で
要
説
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
周
防
国
府
は
防
府
市
の
東
部
に
古
来
国
衙
土
居
八
町
と
称
さ
れ
る
地
域
で
三
坂
圭
治
氏
「
周
防
国
府
の
研
究
」
（
昭
和
八
年
）
に
よ
っ
て
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
の
周
辺
の
条
里
を
復
原
し
て
そ
れ
と
の
関
連
で
周
防
国
府
の
条
坊
を
考
え
た
。
戦
後
斉
藤
忠
博
士
指
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導
の
も
と
に
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
成
果
は
門
周
防
の
国
衙
」
に
纒
め
ら
れ

た
。
　
一
九
七
三
年
か
ら
更
に
調
査
が
再
開
さ

れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
私
案
で
は
六
町
方
格
の
条
里
の
交
界
点
が

宇
国
庁
と
字
国
衙
の
申
央
に
来
る
の
で
こ
の

方
二
町
を
無
毒
祉
、
そ
れ
を
申
心
と
し
て
方

数
町
を
国
府
の
条
坊
と
し
た
も
の
と
し
た
。

し
か
し
こ
の
条
里
の
交
点
は
方
八
町
域
か
ら

見
る
と
そ
の
中
心
か
ら
は
ず
れ
る
。
朱
雀
路

と
さ
れ
る
南
北
の
中
央
道
路
は
条
里
の
南
北

基
準
線
よ
り
一
町
東
を
通
り
整
合
的
で
な
い
。

　
周
防
国
が
は
じ
め
中
国
で
あ
っ
た
こ
と
は

天
平
六
年
の
正
税
帳
に
介
を
難
い
で
い
た
こ

と
で
明
か
で
前
掲
史
料
⑳
に
よ
れ
ぽ
、
嘉
祥

二
年
以
前
に
上
国
と
さ
れ
て
い
た
が
そ
の
年

目
一
員
を
加
え
、
同
じ
く
史
料
⑯
に
よ
れ
ば

貞
観
七
年
介
を
加
え
て
は
じ
め
て
上
国
と
し

て
の
定
員
を
充
足
し
た
。
従
っ
て
周
防
国
府

81　（8：i）



は
創
設
に
当
っ
て
は
中
国
と
し
て
方
六
町
の
規
格
で
計
画
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
条
璽
の
交
界
点
を
中
心
に
方
二
町
を
国
宣
域
に
、
さ

ら
に
東
西
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
三
町
を
と
る
三
六
町
域
（
図
1
の
A
B
C
D
）
が
当
初
の
規
模
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
後
の
方
八
町
域
と
比
べ
る

と
そ
の
北
辺
と
西
辺
と
を
共
通
に
し
て
い
る
。

　
周
防
の
上
国
へ
の
昇
格
年
次
は
明
か
で
な
い
が
貞
観
年
間
頃
ま
で
に
方
八
町
に
拡
幅
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
北
辺
は
山
脚
迫
り
、
南
辺

に
拡
げ
る
他
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
南
辺
に
二
町
拡
げ
た
で
あ
ろ
う
。
東
西
辺
は
ど
ち
ら
に
も
拡
張
可
能
で
あ
る
が
両
辺
に
一
町
つ
つ
拡
げ
る

と
新
に
外
廓
の
築
地
な
ど
こ
辺
に
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
一
辺
に
拡
げ
る
こ
と
x
し
た
で
あ
ろ
う
し
結
局
東
辺
に
二
町
幅
の
拡
幅
を
行
っ
て

図
1
の
A
E
F
G
の
方
八
町
域
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
国
府
中
央
の
南
北
中
心
街
路
つ
ま
り
朱
雀
路
は
新
八
町
域
の
中
央
を
通
る
よ
う
旧
時
の
中
心
で
あ
る
南
北
条
里
の
基
準
線
よ
り
一
町
東
に
附

替
え
た
で
あ
ろ
う
。
黒
黒
域
も
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
東
部
に
一
町
拡
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
府
域
中
央
右
下
り
の
斜
線
で
示
さ
れ
る
方

二
町
域
が
初
期
の
国
庁
祉
で
右
上
り
の
斜
線
で
示
さ
れ
る
方
二
町
域
が
後
期
の
国
管
祉
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
2
　
肥
前
　
肥
前
の
国
府
肚
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
推
定
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
筆
者
は
佐
賀
市
北
郊
の
川
上
（
嘉
瀬
）
川

の
儲
口
左
岸
の
大
和
町
の
一
帯
、
す
な
わ
ち
惣
町
、
久
池
井
、
尼
寺
な
ど
の
集
落
に
亙
る
方
縦
町
の
地
域
を
国
府
雄
に
擬
し
て
き
た
。
惣
座
は

諸
国
の
国
府
趾
に
多
い
総
社
と
同
じ
く
國
司
の
参
拝
に
便
ず
る
た
め
に
一
園
の
神
舐
を
合
祀
し
た
神
社
に
基
く
で
あ
ろ
う
し
、
尼
寺
は
国
分
尼

寺
の
所
在
か
ら
そ
の
名
を
得
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
印
鍮
社
が
祭
ら
れ
て
お
り
国
司
が
国
の
印
鑑
を
保
管
し
た
施
設
が
や
が
て
神
社
と
な
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
惣
座
の
地
主
宮
を
儲
蓄
の
西
北
隅
と
し
、
尼
寺
の
印
鎗
社
を
そ
の
東
南
隅
と
す
る
方
八
町
が
府
郭
の
遺
構
と
考
え
ら

れ
る
（
図
2
の
E
F
G
H
）
。

　
佐
賀
県
教
育
委
員
会
文
化
課
は
昭
和
五
十
年
来
発
掘
調
査
を
重
ね
遂
に
惣
座
の
南
、
佐
熊
の
北
に
近
江
國
府
肚
に
匹
敵
す
る
遺
樽
を
発
掘
す

る
に
至
っ
た
。
現
在
判
明
し
た
も
の
だ
け
で
南
北
百
余
メ
ー
ト
ル
、
東
酋
八
十
メ
ー
ト
ル
の
間
に
正
殿
を
中
心
に
前
後
殿
と
左
右
に
三
殿
、
さ

ら
に
南
北
門
と
築
地
垣
を
備
え
た
国
善
書
（
図
2
の
黒
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
場
所
）
で
南
北
の
中
心
軸
は
真
北
に
対
し
約
九
度
茜
に
ふ
れ
て
い
る
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　　　　　　　　　　十一条　　　　　　十条

　　　　　　　図2　肥前平野の条里と肥前国府

初期の国府：ABCD（十一条一里）　（実状はA’B’C’Dか）

後期の国府：EFGH　E：惣座地主宮　G：尼寺印書社

九条

よ
う
で
あ
る
。
さ
て
先
に
想

定
し
た
方
八
町
の
遺
構
は
ほ

璽
正
方
位
を
も
っ
て
お
り
、

こ
の
度
発
掘
さ
れ
た
国
字
肚

の
府
廓
と
は
考
え
難
い
。
と

こ
ろ
で
肥
前
平
野
に
展
開
す

る
条
里
の
遺
構
は
こ
の
付
近

で
北
十
一
度
西
位
の
南
北
軸

を
も
ち
、
こ
の
度
の
国
章
祉

は
条
里
と
の
関
係
が
よ
り
密

接
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
肥
前
平
野
の
条
里
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
．
⑪

て
は
こ
れ
ま
で
諸
書
に
述
べ

て
き
た
が
本
稿
に
必
要
な
限

り
を
再
説
す
れ
ば
現
存
す
る

畦
畔
、
溝
渠
な
ど
の
遺
構
、

地
名
、
川
上
神
社
文
書
を
中

心
と
す
る
条
里
の
記
載
な
ど
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か
ら
佐
嘉
郡
の
条
里
も
東
の
神
埼
郡
、
西
の
小
城
郡
に
連
続
す
る
も
の
で
条
は
郡
の
東
端
に
始
ま
り
西
に
向
っ
て
数
え
、
坪
並
は
東
北
隅
を
一

ノ
坪
と
し
連
続
式
に
棄
南
隅
の
三
六
坪
に
終
る
型
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
里
は
北
か
ら
南
に
数
え
た
筈
で
あ
る
が
数
詞
卿
名
は
佐
嘉
郡
に
は
遺
存

し
な
い
。

　
佐
嘉
郡
の
十
条
は
川
上
川
端
口
左
岸
に
あ
る
海
抜
百
米
の
丘
阜
か
ら
幽
し
て
佐
賀
面
影
賀
神
社
に
至
っ
て
お
る
。
こ
の
神
域
は
条
里
施
行
時
、

川
上
川
の
沖
積
の
最
先
端
に
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
肥
前
平
野
の
幅
員
の
最
も
大
な
る
地
点
で
、
こ
の
乎
野
の
傾
斜
を
代
表
す
る
も
の
と

し
て
南
北
の
墓
準
線
に
え
ら
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
条
線
か
ら
西
に
六
町
幅
が
十
一
条
に
減
る
。
さ
て
先
述
の
方
八
町
域
内
で
は
道
路
、

畦
畔
な
ど
の
附
替
え
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
の
で
南
の
条
里
遺
構
を
北
に
延
長
し
て
考
察
す
る
に
発
掘
さ
れ
た
国
道
祉
は
佐
嘉
郡
の
十
一
条
一
里

の
三
十
四
坪
と
三
十
三
坪
の
坪
界
線
に
そ
の
中
軸
線
が
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
東
を
限
る
十
条
線
か
ら
三
町
酉
し
た
線
が
中
軸
と
な

り
、
南
は
「
里
と
二
里
と
の
璽
界
線
で
限
ら
れ
る
如
く
で
あ
り
、
近
江
国
庁
趾
な
ど
と
同
規
模
と
す
れ
ぼ
庁
域
は
三
十
四
坪
、
三
十
三
坪
と
そ

の
北
に
接
続
す
る
二
十
七
坪
と
こ
十
八
坪
の
四
坪
方
二
町
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
庁
の
位
置
が
里
界
線
の
交
点
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
の
は
川

上
川
（
嘉
瀬
川
）
の
水
運
に
よ
り
近
接
し
た
場
所
を
選
ん
だ
こ
と
が
～
因
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
国
庁
域
に
棺
期
す
る
国
府
域
は
妾
初
十
一
条
一
里
の
方
六
町
域
を
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
川
上
川
が
西
辺

に
迫
っ
て
お
り
実
際
は
東
茜
五
町
に
狭
め
ら
れ
、
北
辺
で
も
山
脚
突
出
し
て
南
北
五
町
が
利
用
し
得
る
範
囲
で
事
実
上
方
五
町
の
府
郭
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
久
池
井
の
天
満
宮
は
こ
の
推
定
心
墨
の
東
南
隅
に
当
り
、
出
羽
の
八
幡
宮
が
そ
の
東
北
隅
を
占
め
る
位
置
に
あ
る
の
も
食
し
も

偶
然
で
は
な
か
ろ
う
（
図
2
の
A
B
C
D
、
卍
H
α
D
）
。

　
肥
前
の
国
は
前
述
し
た
如
く
始
め
は
中
国
で
あ
っ
た
よ
う
で
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
に
介
が
任
命
さ
れ
上
圏
に
昇
格
し
た
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
当
初
の
肥
前
国
府
は
方
六
町
以
下
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
発
掘
さ
れ
た
国
庁
蛙
相
当
の
画
嚢
と
し
て
推
定
し
た
方
五
町
域
が
初
期
の

国
府
肚
と
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
上
顯
昇
格
に
よ
っ
て
方
八
町
の
府
郭
に
拡
張
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
場
所
と
し
て
は
皇
家
町
の
旧

府
郭
を
殆
ん
ど
包
含
し
そ
の
東
辺
と
南
辺
に
拡
幅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
新
府
郭
の
方
位
が
ほ
ゴ
正
方
向
に
改
め
ら
れ
、
条
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国の昇格と国府の変容（米倉）

里
を
利
用
し
た
旧
府
域
の
町
割
を
廃
し
て
新
な
道
路
綱
を
設
定
し
た
こ
と
x
思
わ
れ
る
。
従
来
国
府
の
条
坊
と
周
辺
条
里
と
が
方
位
を
異
に
す

る
場
合
、
正
方
位
の
圏
府
が
先
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
き
た
が
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
こ
こ
に
注
意
さ
れ
る
。
方
八
町
域

の
国
府
と
な
っ
た
後
の
国
劇
の
位
置
は
な
お
不
明
で
あ
る
。
最
近
国
庁
肚
か
ら
東
三
町
に
倉
庫
群
と
．
建
物
祉
が
発
堀
さ
れ
た
。
方
八
町
域
の
中

央
に
嶺
り
後
期
の
国
庁
の
一
部
か
も
し
れ
な
い
。
さ
き
に
発
掘
さ
れ
た
国
事
細
か
ら
は
七
世
紀
中
頃
か
ら
十
一
～
十
二
世
紀
に
及
ぶ
土
器
が
発

見
さ
れ
た
。
従
っ
て
発
掘
さ
れ
た
国
辱
祉
は
上
国
昇
格
後
も
そ
の
ま
x
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
町
割
ま
で
は
変
更
し

た
が
国
庁
の
施
設
は
中
国
時
代
そ
の
ま
x
で
新
な
庁
舎
を
別
の
場
所
に
新
設
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。

　
先
の
川
上
社
文
書
に
よ
れ
ぽ
十
一
条
に
高
市
里
が
あ
る
。
　
こ
れ
は
国
府
の
市
の
存
在
に
よ
る
命
名
か
と
思
わ
れ
る
。
又
同
文
書
、
承
安
三

（一

齊
ｵ
三
）
年
の
清
原
兼
平
癖
地
去
渡
状
案
に
よ
れ
ば
そ
の
畠
地
は
山
田
東
郷
川
原
村
に
あ
っ
て
束
は
限
る
小
津
溝
、
北
は
限
る
高
瀬
古
大
路
、

西
は
限
る
大
州
、
南
は
限
る
府
大
路
と
あ
る
。
現
在
山
田
は
川
上
川
右
岸
に
あ
る
が
山
田
東
郷
は
当
時
左
岸
の
国
府
杜
一
帯
を
称
し
た
よ
う
で

西
は
大
川
即
ち
川
上
川
、
東
の
小
津
溝
は
佐
熊
付
近
で
川
上
川
か
ら
東
に
分
岐
す
る
市
江
川
を
指
す
よ
う
で
こ
の
北
に
高
瀬
古
大
路
、
爾
に
府

の
大
路
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
畠
地
は
国
府
域
の
西
爾
隅
に
あ
っ
た
よ
う
で
府
大
路
、
高
瀬
古
大
路
な
ど
国
府
を
中
心
と
す

る
交
通
路
が
な
お
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
3
　
阿
波
　
阿
波
の
国
府
は
徳
島
市
西
部
旧
国
府
町
府
中
と
さ
れ
て
き
た
。
先
に
田
所
市
太
、
中
井
伊
里
太
氏
に
よ
っ
て
印
鍮
社
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
正
方
位
の
方
八
町
を
推
定
さ
れ
た
。
私
案
（
米
倉
説
）
に
従
っ
て
付
近
繋
馬
と
の
関
係
か
ら
国
府
を
追
究
さ
れ
た
福
井
好
行
氏
は
腰
差
郡
一

帯
の
条
里
を
推
定
し
て
そ
の
十
九
条
と
二
十
条
の
界
線
が
印
鎗
社
の
東
を
通
り
、
六
里
と
七
里
の
界
線
が
伊
予
街
道
と
な
っ
て
十
字
路
を
作
る

そ
の
交
点
を
中
心
に
条
里
地
割
に
沿
う
方
八
町
を
国
府
域
に
推
定
さ
れ
た
。
こ
の
交
点
の
北
西
の
方
一
町
を
占
め
る
印
鎗
社
地
を
国
庁
の
酉
庁
、

東
北
の
方
一
町
の
大
坊
の
地
を
東
庁
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
⑬

　
木
下
良
氏
は
大
縮
尺
の
地
図
、
地
籍
図
、
航
空
写
真
な
ど
に
よ
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
こ
の
一
帯
に
ほ
ゴ
正
方
位
を
と
る
土
地
割
と
堅
約
十

度
西
の
方
位
を
と
る
条
里
地
割
と
が
重
複
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
結
局
田
所
、
中
井
氏
説
を
主
と
す
る
方
八
町
域
を
推
定
さ
れ
た
。
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初期　国訓＝1　　国府：ABCD
後期　国庁：2，3　國府：EFGH
（1：印画社2：御所ノ池3：城ノ内4：北門　D：秋葉神社

．：1秘ゲニ・瑚

F；天神社）

　
さ
て
阿
波
国
は
律
書
残
篇
で
守

を
旧
い
で
お
り
当
初
中
国
で
あ
っ

た
。
し
か
し
前
掲
史
料
⑪
に
見
え

る
如
く
嘉
祥
二
（
八
四
九
）
年
ま
で

に
上
国
に
昇
格
し
て
い
た
筈
で
あ

る
。　

筆
者
も
最
近
阿
波
国
府
趾
を
再

調
査
し
て
木
下
氏
の
推
定
が
妥
当

な
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る

が
こ
れ
は
上
国
に
昇
格
後
の
国
府

と
判
断
さ
れ
る
。
正
方
位
地
割
と

条
里
地
割
の
関
係
は
同
氏
も
推
察

さ
れ
た
如
く
条
里
が
先
行
し
て
お

り
、
後
に
、
こ
れ
を
部
分
的
に
正

方
位
地
割
に
改
め
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

　
か
く
て
木
下
氏
が
廃
除
さ
れ
た

福
井
氏
の
条
里
地
割
に
基
く
国
府

祉
が
阿
波
の
中
国
時
代
当
初
の
国
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　　　　図4　筑後国府の拡幅
　　　初期　国庁：1国府lABCD
　　　後期　国庁：2　国府：AEFG

府
肚
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
そ
の
大
き
さ
は
方
六
町
に
訂
正
さ

る
べ
き
で
あ
り
、
印
指
環
本
殿
付
近
が
府

域
の
中
心
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
府
中
駅
南
の
八
坂
神
社
が
府
域
の

東
北
隅
に
祭
ら
れ
て
あ
り
、
小
字
北
門
は

府
営
の
北
辺
中
央
に
当
り
、
国
府
の
北
門

が
置
か
れ
た
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。

　
す
な
わ
ち
阿
波
国
府
は
当
初
条
里
地
割

を
基
礎
に
現
在
大
御
和
神
社
と
称
し
て
い

る
印
冷
製
社
地
を
お
そ
ら
く
国
庁
と
し
て

方
六
町
の
規
模
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

上
国
に
昇
格
さ
れ
る
に
当
り
、
社
地
の
東

北
隅
辺
を
中
心
と
し
て
正
方
位
の
方
八
町

の
欝
欝
を
画
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
観
音

寺
の
南
の
天
神
社
は
新
府
域
の
西
南
隅
に

祭
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
新
国
庁

は
こ
の
新
府
域
の
北
辺
中
央
部
に
移
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
小
字
城
ノ
内
、
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　　図5　豊後国府の拡帳

初期　国庁　1　国府＝ABCD
後期　国府　2国府：AEFG

御
所
ノ
池
な
ど
が
あ
り
後
期
の
国
庁
趾
と
考
え

ら
れ
る
。

　
4
　
筑
後
　
九
州
の
諸
国
は
大
宰
府
に
よ
っ

て
画
一
的
に
統
轄
さ
れ
た
。
た
だ
肥
後
の
み
は

公
摩
も
他
国
の
二
倍
四
十
万
束
で
大
国
で
あ
っ

た
。
大
隅
、
薩
摩
は
辺
彊
と
し
て
公
癬
は
小
額

で
あ
っ
た
が
職
員
は
充
実
し
て
い
た
。
国
の
等

級
は
豊
前
、
豊
後
と
共
に
中
国
と
さ
れ
た
。
肥

前
は
前
述
の
如
く
天
平
宝
字
元
年
に
介
を
加
え

て
上
国
と
な
っ
た
も
の
で
そ
れ
ま
で
中
国
で
あ

っ
た
。
筑
前
、
筑
後
も
大
宰
府
の
膝
元
と
し
て

お
そ
ら
く
中
国
と
し
て
発
足
し
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
上
国
に
昇
格
し
た
の
は
割
合
に
早
く
井

上
辰
雄
氏
の
筑
後
国
正
税
帳
の
研
究
に
よ
れ
ば

天
平
十
（
七
三
八
）
年
に
既
に
上
国
の
職
員
を
備

え
て
い
た
。

　
さ
て
筑
後
の
国
府
は
久
留
米
市
東
部
の
合
川

町
に
擬
せ
ら
れ
て
き
た
。
昭
和
三
六
年
九
州
大

学
考
古
学
教
室
に
よ
り
挿
図
2
地
点
の
一
部
に
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当
る
阿
弥
陀
寺
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
昭
稲
四
十
七
年
度
よ
り
久
留
米
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
発
掘
調
査
が
継
続
さ
れ
て
今
日
に
至
っ

て
い
る
。
そ
の
報
告
書
第
十
二
集
（
一
九
七
六
年
刊
）
「
筑
後
国
府
跡
ω
」
で
は
阿
弥
陀
寺
遺
跡
を
ほ
ぼ
中
央
に
し
て
A
E
F
G
の
方
八
町
の
条

坊
推
定
を
示
し
て
い
る
。

　
「
筑
後
国
府
跡
」
第
二
六
集
（
～
九
八
一
）
で
は
そ
の
後
の
調
査
の
進
展
を
要
約
し
て
先
の
方
八
町
域
の
う
ち
策
北
部
分
の
方
六
町
A
B
C
D

を
国
府
肚
と
し
そ
の
南
濃
に
接
す
る
中
央
方
響
町
挿
図
の
1
地
点
を
国
法
域
と
推
定
し
た
。
ま
だ
国
庁
の
主
要
官
衙
遺
烈
を
発
掘
す
る
に
至
っ

て
い
な
い
が
官
衙
地
区
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
群
を
発
見
し
、
そ
の
遺
物
は
国
府
成
立
期
の
も
の
と
判
定
し
た
。

　
他
方
先
に
発
掘
さ
れ
た
阿
弥
陀
寺
遺
跡
の
遺
物
は
平
安
中
期
の
お
よ
そ
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

こ
と
か
ら
二
六
集
の
方
六
町
域
が
当
初
の
国
府
で
、
上
国
に
昇
格
後
西
辺
と
南
辺
に
拡
幅
が
行
わ
れ
十
二
集
の
方
響
町
の
国
府
が
生
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
中
央
南
北
の
い
わ
ゆ
る
朱
雀
路
に
当
る
道
路
は
周
防
の
場
合
と
反
対
に
西
に
一
町
移
動
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
国
庁
も

そ
れ
に
と
も
な
い
一
町
西
に
移
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
5
　
豊
後
　
筆
者
は
先
に
大
分
市
古
国
府
の
南
方
五
キ
ロ
大
分
川
左
岸
印
鎗
社
を
中
心
と
し
て
方
八
町
の
地
域
を
国
府
堤
と
推
定
し
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
に
対
し
て
木
下
良
氏
は
古
国
府
の
街
村
を
含
む
方
福
町
を
初
期
の
国
府
な
ら
ん
と
推
定
し
た
。
豊
後
は
豊
前
と
と
も
に
律
書
残
雪
で
は
守
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

欠
き
明
か
に
中
国
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
上
国
へ
の
昇
格
に
当
り
国
府
の
移
転
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
井
上
辰
雄
氏
は
延

暦
期
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
木
下
属
は
豊
後
国
府
域
を
四
五
町
と
想
定
し
た
が
そ
の
南
北
の
限
界
、
園
庁
蛙
に
つ
い
て
明
確
に
は
断
定
し
な
か
っ
た
が
大
凡
図
5
の
A
B

C
D
の
如
き
範
囲
を
文
句
で
示
し
て
い
る
。
筆
者
の
先
の
方
八
町
プ
ラ
ン
は
古
国
府
街
村
の
南
に
北
辺
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
の
街

村
は
国
府
を
貫
通
す
る
道
路
と
し
て
後
期
国
府
時
代
に
引
続
き
利
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
方
五
町
区
域
を
南
辺
と
落
紙
に
そ
れ
ぞ
れ
三
町
を
拡
幅

し
て
A
8
F
G
と
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
り
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
挿
図
で
は
先
の
プ
ラ
ン
よ
り
三
町
ほ
ど
北
部
に
移
動
さ
せ
た
も
の
を

示
し
、
後
期
国
庁
の
位
置
2
は
そ
の
ま
蕊
で
あ
る
。
そ
の
当
否
は
将
来
の
発
掘
に
待
つ
他
は
な
い
。
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五
　
国
府
の
移
転
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国
府
杜
の
想
定
が
一
ヶ
所
に
と
ど
ま
ら
ず
複
数
ヶ
所
が
挙
げ
ら
れ
る
国
々
が
あ
る
。
信
濃
で
は
諏
訪
と
の
統
合
、
分
離
に
従
っ
て
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

国
域
の
変
化
に
応
じ
て
国
府
が
移
動
し
た
。
相
模
国
府
も
三
遷
し
た
が
浅
香
幸
雄
氏
は
そ
の
理
由
を
一
つ
に
は
中
央
帝
都
に
よ
り
近
い
位
置
、

二
つ
に
は
国
内
生
産
力
の
新
中
心
の
位
置
へ
の
移
動
と
し
て
い
る
。

　
国
府
推
定
地
が
相
当
の
根
橡
を
以
て
複
数
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
間
に
国
府
の
移
転
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
こ
の
際
國
等
級
の
変
化
が
新
国
府
の
建
設
す
な
わ
ち
国
府
移
転
の
契
機
と
な
っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
1
　
甲
斐
　
山
田
氏
は
天
平
羅
宇
五
年
十
二
月
度
三
日
の
甲
斐
荘
司
解
（
大
日
本
古
文
書
四
、
五
二
四
）
に
守
、
員
外
目
、
目
の
み
が
見
え
る
こ

と
か
ら
当
時
下
国
で
あ
っ
た
と
し
宝
亀
三
年
四
月
二
十
日
（
謙
卑
本
紀
）
に
橡
の
任
命
が
あ
っ
た
の
で
中
国
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
掲

史
料
⑫
で
仁
寿
二
年
ま
で
に
上
国
に
な
っ
た
こ
と
鼠
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
甲
斐
の
国
府
肚
と
し
て
は
東
八
代
郡
御
坂
町
国
衙
に
方
二
町
ほ
ど
の
周
辺
条
里
と
方
位
を
異
に
す
る
一
揖
が
あ
る
。
木
下
氏
は
こ
れ
を

国
府
衰
退
期
の
遺
祉
な
ら
ん
と
さ
れ
て
い
る
。

　
甲
斐
国
分
寺
と
同
尼
寺
は
一
宮
町
国
分
に
そ
の
毎
食
が
あ
る
。
近
く
の
橋
立
社
が
総
社
と
も
伝
え
ら
れ
る
の
で
国
分
寺
建
立
に
と
も
な
っ
て

こ
の
地
に
国
府
も
移
建
さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る
と
い
う
。

　
律
令
盛
行
期
の
国
府
趾
と
し
て
木
下
氏
は
東
山
梨
郡
春
日
居
町
で
大
字
国
府
、
鎮
目
、
寺
本
に
か
け
て
方
立
町
域
を
想
定
し
た
。
笛
吹
川
の

旧
河
道
北
岸
の
低
位
段
丘
面
に
位
置
す
る
。
方
六
町
の
東
外
方
に
東
西
二
町
、
爾
北
三
町
の
張
出
部
を
付
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
甲
斐
国
が
下
国
か
ら
中
国
、
上
国
へ
と
三
度
合
格
を
変
え
た
度
に
国
府
の
規
模
を
拡
大
移
転
し
た
と
す
れ
ば
国
府
量
が
三
ヶ
所
あ
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
。
そ
の
際
は
御
坂
国
衙
が
下
国
時
代
、
一
宮
が
中
国
時
代
そ
し
て
春
日
居
国
府
が
上
国
時
代
の
圏
府
量
と
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
中
国
時
代
既
に
春
日
居
に
移
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
方
六
町
域
が
中
国
時
代
の
規
模
で
上
国
時
代
東
方
へ
張
り
出
し
拡
張
が
行
わ
れ
た
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で
あ
ろ
う
。
こ
の
張
り
嵐
部
は
翼
端
町
へ
拡
幅
さ
れ
た
も
の
が
南
辺
と
南
東
部
が
旧
笛
吹
河
道
の
側
方
浸
蝕
の
結
果
消
失
し
た
そ
の
残
留
部
に

当
る
と
も
見
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
尾
張
　
尾
張
国
は
、
天
平
六
年
十
二
月
目
正
税
帳
（
大
日
本
古
文
書
一
、
六
二
〇
頁
）
に
大
目
が
見
え
る
の
で
既
に
上
国
で
あ
っ
た
。
た
冥

公
畑
稲
二
十
万
束
が
制
定
当
初
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
す
れ
ば
中
国
の
束
数
で
あ
る
か
ら
中
国
と
し
て
発
足
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

　
さ
き
に
尾
張
国
府
祉
に
つ
い
て
筆
者
は
稲
沢
市
の
東
海
道
線
稲
沢
駅
西
方
松
下
に
方
八
町
を
推
定
し
た
。
さ
て
水
野
時
二
氏
に
よ
る
と
稲
沢

市
下
津
に
方
四
町
ほ
ど
の
国
府
鮭
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
尾
張
国
の
中
腸
よ
り
上
国
へ
の
昇
格
に
従
っ
て
下
津
国
府

斌
か
ら
松
下
国
府
塩
へ
の
移
転
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
3
若
狭
　
律
書
残
篇
で
守
介
を
欠
ぎ
下
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
史
料
㈹
で
下
国
に
准
ず
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
中
国
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
史
生

の
数
は
元
の
下
国
の
ま
エ
の
二
人
に
据
え
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
国
の
昇
格
が
国
府
の
拡
大
に
ま
で
及
ん
だ
か
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
若
狭
国
府
鮭
と
し
て
筆
者
は
小
浜
市
東
郊
の
平
野
の
中
に
位
置
す
る
府
中
部
落
の
小
字
北
町
、
南
町
、
東
町
、
西
町
の
方
二
町
を
中
心
と
す

る
も
の
と
考
え
た
。
藤
岡
謙
二
郎
氏
は
府
中
で
は
せ
い
ぜ
い
四
町
四
方
程
度
で
あ
る
か
ら
上
国
た
る
若
狭
国
府
と
し
て
は
狭
小
で
あ
る
か
ら
と

し
て
東
南
の
微
高
地
に
方
六
町
を
推
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
嵩
じ
て
中
国
に
な
っ
た
問
国
を
上
国
に
な
っ
た
と
誤
解
さ
れ
た
為
に
よ
り
広
い
国
府

域
を
推
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
中
国
に
昇
格
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
府
域
を
拡
大
移
転
し
た
の
で
あ
れ
ば
府
中
国
営
肚
か
ら
東
南
の
方

六
町
塊
に
移
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
4
備
後
　
備
後
国
は
芳
書
署
長
の
国
司
定
員
か
ら
上
国
で
あ
っ
た
。
公
認
稲
二
四
万
束
が
制
定
当
初
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
中
国
の
制

で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
中
園
と
し
て
発
足
し
後
に
上
国
に
昇
格
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
備
後
下
府
趾
と
し
て
は
神
辺
平
野
の
西
奥
の
府
中
市
内
に
方
八
町
域
が
源
豊
国
氏
に
よ
り
推
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
国
分
寺
は
よ
り
東
方
の

神
辺
町
国
分
寺
に
あ
り
、
そ
の
南
を
方
偏
町
と
呼
ん
で
い
る
の
で
高
垣
不
敏
氏
は
こ
れ
を
初
期
の
国
府
祉
な
ら
ん
と
さ
れ
た
。
山
陽
道
と
の
関
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係
位
置
か
ら
斜
文
町
域
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
方
六
町
の
神
辺
国
府
赴
か
ら
方
八
町
の
府
中
国
府
駈
へ
の
移
転
が
考
え
ら
れ
る
。

　
5
　
安
芸
　
安
芸
国
は
前
掲
史
料
⑩
に
よ
れ
ぽ
仁
寿
三
年
上
国
で
は
あ
っ
た
が
目
「
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
「
人
を
加
え
て
漸
く
上
国
と
し

て
の
定
員
を
充
足
し
た
。
公
解
稲
は
弘
仁
式
一
九
万
束
、
延
喜
式
二
四
万
束
で
あ
っ
た
か
ら
制
定
当
初
は
さ
ら
に
低
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
中
国
と
し
て
発
足
し
比
較
的
遅
れ
て
上
国
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
国
府
趾
と
し
て
は
広
島
市
内
に
つ
蕊
み
こ
ま
れ
て
い
る
府
中
町
に
方
四
町
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
に
よ
り
奈
良
、
平
安
初
期
の
遺

物
が
出
土
し
た
。

　
な
お
国
分
寺
と
問
尼
寺
祉
は
東
広
島
市
の
西
条
盆
地
に
あ
る
。
西
条
町
が
の
っ
て
い
る
丘
陵
上
に
方
六
町
ほ
ど
の
周
辺
と
方
位
を
異
に
す
る

条
坊
の
遺
構
を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
先
に
広
島
県
史
で
は
西
条
国
府
か
ら
府
申
国
府
へ
の
移
転
を
考
え
た
が
国
府
規
模
か
ら
す

れ
ば
そ
の
逆
と
し
た
方
が
当
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
6
豊
前
気
書
残
篇
か
ら
は
中
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
掲
史
料
⑩
に
よ
れ
ば
仁
寿
年
間
に
は
既
に
上
国
と
な
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
中
国
よ
り
上
国
へ
の
昇
格
が
行
わ
れ
た
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚

　
豊
前
国
府
雄
と
し
て
筆
者
は
二
分
寺
肚
惣
社
趾
の
あ
る
豊
津
町
国
作
に
方
数
町
ほ
ど
の
国
府
趾
を
推
定
し
た
。
つ
い
で
平
野
邦
雄
氏
は
行
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
西
郊
津
熊
に
方
十
町
ぽ
か
り
の
周
辺
条
里
と
異
な
る
も
の
を
発
見
さ
れ
こ
れ
を
初
期
の
国
府
祉
な
ら
ん
と
さ
れ
た
。
木
下
属
は
国
作
国
府
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
比
較
か
ら
そ
の
逆
が
正
し
か
ら
ん
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
餅
盤
由
美
夫
氏
は
行
橋
市
弘
磨
園
に
方
六
町
の
よ
り
適
当
な
遺
構
を
発
見
さ
れ
た
。

そ
し
て
国
府
の
移
転
は
須
磨
園
か
ら
国
作
へ
、
さ
ら
に
須
磨
園
へ
と
複
雑
な
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
中
国
か
ら
上
国
へ
の
昇
格
に
伴
っ
た
も
の
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
国
作
国
府
か
ら
須
磨
園
国
府
へ
の
移
転
を
挙
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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結

び

以
上
は
国
の
等
級
と
国
府
規
模
と
の
関
係
か
ら
等
級
が
昇
格
し
た
と
思
わ
れ
る
国
々
の
国
府
に
つ
い
て
拡
幅
を
想
定
し
ま
た
拡
大
移
転
を
検



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

散
し
た
。
こ
の
他
に
も
美
作
国
府
に
つ
い
て
は
高
増
進
氏
に
画
稿
あ
り
、
筆
者
は
そ
の
東
道
を
得
て
現
地
を
視
察
し
た
。
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財

発
掘
調
査
報
告
書
二
四
（
一
九
七
八
）
に
示
さ
れ
た
国
府
雄
方
四
町
域
は
ほ
窪
正
し
く
或
い
は
東
辺
南
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
二
町
を
加
え
た
方
六
町
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
美
作
も
中
国
よ
り
上
国
に
昇
格
し
た
の
で
、
も
し
当
初
の
国
府
が
方
法
町
で
あ
っ
た
な
ら
ば
右
に
あ
げ
た
方

六
町
に
、
ま
た
も
し
当
初
か
ら
方
六
町
で
あ
っ
た
な
ら
ば
さ
ら
に
短
辺
と
南
辺
に
二
町
つ
つ
を
加
え
方
八
町
に
拡
幅
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
に
か
く
国
府
拡
幅
の
例
に
加
う
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
丹
波
の
国
で
は
亀
岡
盆
地
の
中
央
屋
賀
に
国
府
肚
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
木
下
氏
は
盆
地
の
西
部
亀
岡
帯
千
代
川
町
に
方
六

町
の
遺
構
を
国
府
趾
と
し
屋
賀
の
そ
れ
は
中
世
に
な
っ
て
移
転
し
た
も
の
な
ら
ん
と
さ
れ
た
。
律
令
政
治
が
衰
徹
し
た
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
は
在
庁
宮
人
と
し
て
権
力
を
握
っ
た
土
豪
等
に
よ
っ
て
国
府
が
移
動
さ
せ
ら
れ
た
例
も
多
か
っ
た
よ
う
で
律
令
盛
行
期
の
園
府
移
転

と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
丹
波
国
も
中
国
か
ら
上
国
に
昇
格
し
た
国
と
考
え
ら
れ
る
の
で
初
期
の
国
府
の
移
転
が
行
わ
れ
た

国
の
一
つ
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
屋
賀
と
千
代
川
の
前
後
関
係
は
な
お
検
討
を
要
し
よ
う
。

　
最
後
に
こ
の
小
論
で
は
國
の
等
級
の
昇
格
に
伴
う
国
府
の
変
容
の
み
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
理
由
こ
と
に
自
然
災
害
に
よ
る
移
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
修
復
が
妾
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
木
下
庭
藤
の
研
究
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
。

の昇格と圏府の変容（米倉）

①
野
田
嶺
志
国
の
等
級
に
つ
い
て
　
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
昭

　
和
醐
五
年
。

②
　
山
田
英
雄
　
国
の
等
級
に
つ
い
て
　
古
代
学
九
巻
～
・
二
号
。

③
坂
本
太
郎
自
書
二
十
の
一
考
察
罷
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
一
九
六
四

　
年
。

④
　
藤
岡
謙
二
郎
　
国
府
　
昭
和
四
十
四
年
。

⑤
　
続
稿
古
代
の
和
泉
地
方
に
関
す
る
エ
、
三
の
歴
史
地
理
的
研
究
　
史
林
二
〇

　
ノ
一
　
昭
和
十
年
。

⑥
拙
稿
周
防
雨
露
と
条
里
、
藩
論
一
国
府
プ
ラ
ン
拡
幅
説
の
提
唱
地
理
科
学

　
三
七
ノ
ニ
、
　
一
九
八
二
年
。

⑦
三
坂
圭
治
周
防
国
府
の
研
究
昭
和
八
年
。

⑧
拙
稿
国
府
と
条
里
史
学
研
究
置
七
昭
和
二
九
年
。

⑨
防
府
市
教
育
委
員
会
周
防
の
罵
衙
昭
和
四
十
二
年
。

⑩
　
佐
賀
県
教
育
委
員
会
　
犯
前
国
麿
跡
－
　
一
九
七
八
年
。

⑬
　
拙
稿
…
肥
前
平
野
の
条
里
　
地
理
論
叢
　
五
…
韓
　
昭
和
九
年
。

　
　
　
　
睡
郷
と
条
里
制
　
佐
賀
県
史
上
巻
　
昭
和
四
幸
三
年
　
王
四
〇
頁
以
下
。

　
　
　
　
条
照
…
携
　
上
峯
村
史
　
昭　

a
五
十
・
閃
円
年
　
　
　
論
ハ
～
二
｝
貝
以
下
。

⑫
福
井
好
行
阿
波
の
園
長
と
其
附
近
条
里
阿
波
の
歴
史
地
理
第
｝
昭
和
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三
十
九
年

⑬
木
下
良

　
年
。

三
〇
頁
。

国
府
と
条
盟
と
の
関
係
に
つ
い
て

史
林
五
〇
巻
五
号
　
一
九
穴
七

⑧
　
井
上
辰
雄
　
正
税
帳
の
研
究
　
昭
和
四
十
二
年
　
二
一
五
頁
。

⑮
摘
稿
國
府
と
条
銀
第
二
報
広
島
大
学
又
学
部
紀
要
九
　
九
五
六
年
。

⑭
　
木
下
良
　
古
代
集
落
と
交
通
路
　
墨
田
社
大
社
会
学
一
ノ
一
　
一
九
六
五
年
。

⑰
井
上
辰
雄
前
掲
轡
一
八
八
頁
以
下
。

⑱
拙
稿
信
濃
に
お
け
る
首
邑
の
変
遷
地
理
論
叢
七
輯
昭
和
十
年
。

⑲
　
浅
香
幸
雄
　
罵
府
の
位
置
と
相
模
国
府
の
三
遷
　
歴
史
地
理
学
紀
要
打
　
一
九

　
六
〇
年
。

⑳
　
山
田
英
雄
　
前
掲
①
。

⑳
木
下
良
甲
斐
国
府
　
（
矢
守
一
彦
編
空
か
ら
み
た
歴
史
景
観
昭
和
五
十

　
一
年
　
二
七
頁
）
。

＠
　
拙
著
　
東
亜
の
集
落
　
昭
和
三
十
五
年
　
二
二
九
頁
以
下
。

⑳
　
水
野
時
二
　
条
塁
制
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
　
昭
和
四
十
六
年
。

⑳
　
拙
稿
　
中
世
に
至
る
若
狭
小
浜
平
野
の
歴
史
地
理
　
歴
史
地
理
　
六
六
巻
四
号

　
昭
和
十
年
。

（
追
記
）
　
近
刊
『
日
本
歴
史
地
図
、
原
始
・
古
代
編
』
（
下
）
（
柏
出
土
、

　
　
　
　
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
十
分
に
参
照
す
る
余
裕
な
く
、

⑯
　
藤
岡
謙
二
郎
　
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
　
昭
和
四
十
二
年
。

⑭
広
島
県
　
広
島
県
史
　
原
始
・
古
代
　
昭
和
五
十
五
年
　
一
九
六
一
二
〇
〇
、

　
二
八
七
…
三
〇
〇
頁
。

⑳
広
島
県
　
前
掲
　
二
八
七
頁
以
下
。

＠
拙
稿
　
九
州
の
条
里
　
九
州
ア
カ
デ
ミ
ー
　
昭
和
三
十
五
年
。

⑳
平
野
邦
雄
豊
前
の
条
里
と
国
府
九
州
工
大
研
究
報
告
人
文
社
会
篇
六
型

　
和
三
十
三
年
。

⑭
　
木
下
良
　
前
掲
⑪
。

⑳
戸
祭
由
美
夫
豊
前
国
府
考
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
上
巻
昭
和
五
十

　
三
年
　
六
八
頁
以
下
。

⑳
　
高
重
進
　
園
府
の
形
態
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
　
　
（
松
岡
科
研
「
瀬
戸
内
海
地

　
域
文
化
の
特
質
に
闘
す
る
史
的
研
究
」
報
告
書
　
一
九
七
八
年
）
。

魎
木
下
良
　
罵
麻
跡
研
究
の
こ
れ
か
ら
　
史
学
雑
誌
八
ニ
ノ
十
二
　
昭
和
四
十
八

　
年
。

⑳
　
木
下
良
　
災
害
に
よ
る
国
府
の
移
転
　
災
害
の
歴
史
地
理
（
歴
史
地
理
学
紀
要

　
十
八
）
　
～
九
七
翌
年
。

　
　
　
　
　
一
九
八
二
年
）
に
国
の
等
級
と
そ
の
変
化
が
色
分
け
で
図
示
さ
れ
概
観
に
便
利
で

第
二
表
と
の
聞
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
識
者
の
叱
正
を
請
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
島
修
道
大
轡
ず
教
授
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OR　the　Enlargernent　of　Koleztfza国府Plan　According沁the

　　　　　　　　　　　　　　　Raising　of　Provincial　Status

by

Jiro　Yonel〈ura

　　Ancient　lmperial　Japan　was　divided　into　about　70　provinces．　They

were　graded　in　four　grades，　namely　large，　upper，　middle　and　lower．

The　plaR　of　Koleufu　（Administration　Center　of　province）　was　also　grad－

ed．　8　cho　（l　cho＃109　m）　square　for　large’　and　upper　province，　6　cho

square　for　middle，　and　5　cho　square　for　lower　province．

　　When　provincial　status　was　raised，　the　plan　of　Koleufu　would　be

raised　accordingly．　The　author　discussed　plans　of　Kofeufu　of　Suwo

（present　Hofu　city），　Awa　（present　Tokushima　cky）　and　Chikugo　（pre－

sent　Kurume　city）　and　concluded　that　plans　were　enlarged　from　middle

ranl〈　to　upper　rank．

　　On　the　other　kand，　many　other　provinces　which　were　ranked　higher，

established　new　Kokufus　with　larger　scale　at　another　places．　The

shiftings　of　Kokufu　were　discussed　in　Wowari　（Aichi　prefecture），　Kai

（Yamanashi　pre£），　Wakasa，　（Ful〈ui　pref．），　Bingo，　Aki　（Hiroshima　pref．），

Buzen，　and　Bungo　provlnces　（Oita　pref．）．

（149）




